
健康診断受診とNetflix見放題
特典付与に関するFAQ

YG健康保険組合～社員の皆さまの健康保持と、公平な制度運用のために～



制度の目的:健康と生活の両立をサポート

定期健診の受診状況（～2026/12/28までに受診完了）に基づき、
福利厚生（Netflix見放題）の付与を判定します

予防医療と生活の質向上を両立し、すべての受診者に等しく提供する公平で透明な制度です

健康診断による
身体的ケア

Netflixによる
リラックス時間の提供
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Q1. 受診が2027年1月にずれ込んだ
場合の救済措置はありますか?

救済対象となるケース 救済対象とならないケース

・医療機関都合による受け入れ停止

・事業所が定期健診の対象外とみなした場合

・業務都合によるスケジュール調整不足

・その他、組合が「不可抗力」と判断する事由

・予約忘れ、無断キャンセル、未受診

・自己都合による再予約・後ろ倒し

※次年度は連続での例外は認めません、早めの受診をお願いします。 2



Q2.特典が停止される期間はいつまでですか?

停止期間:2027年4月１日
～2028年３月31日

2027年度に定められた期間内に健康診断
の受診が確認できた場合、2028年度から
特典が再開されます
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Q3. 年度内に入社した社員の扱いは?Q3. 年度内に入社した社員の扱いは?

判定対象外（自動付与）

当該年度の定期健診対象外となる方は、
入社年度は「自動付与」され、判定対象外として扱います

※翌年度以降は、受診実績により次年度の付与可否を判定します
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Q4. 休業中など、期間内の受診が物理的に不可能な場合は?

事業所の受診対象判定に準じます

当該年度の定期健診対象者が健診未受診の場合は、特典は付与されません。
事業所が「受診対象外」と判定した場合は、特典は継続付与となります。
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Q5. 特典停止の個別通知はありますか?

停止される特典は「Netflix見放題」のみであるため、個別の通知は行われません

【重要】 通知は行われないため、ご自身の受診状況を必ず自己確認してください

個別通知は行われません!
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Q6. 1次検査が年内、2次検査が1月以降になる場合は?

問題ありません（受診済み）

定期健診（1次検査）を年内に受診していれば、制度上は「受診済み」として
扱われます。安心して2次検査を受診してください
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ご不明な点はお問い合わせください

内容についてのご質問や、上記に当てはまらない特別な事情がある場合は、
どうぞお気軽にご相談ください。皆さまが安心して制度を利用できるよう、サポートいたします

問い合わせ窓口:info@ygkenpo.jp
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